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① 件  名 

 

石巻市農畜産物販路開拓支援事業助成金交付制度の創設について 

 

② 施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

 

【背景】 

本市では、流通環境の変化や消費活動の多様化等により、農畜産物の販売額が減少傾向にあること

から、農家数の減少が大きな課題となっている。新たな地域の宝となり得る新しい農産物を発掘する

ため、実証展示圃による栽培実験を行うなど、新商品の開発に積極的、主体的・総合的に関わるとと

もに、大消費地での販路拡大を目指すことで、激化する農畜産物の産地間競争に対応して行くことが

急務となっている。 

 

【目的】 

 農業生産者が組織する団体及び組合が、市外において特産品の販路を開拓することにより、当市農

産業の発展と経済の活性化を図る。 

 

③ 根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

 

【根拠法令】なし 

【〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無〕 又は 〔個別計画との整合性〕】  

 

 施策体系   003 地域資源を活かして元気産業を創造するまち 

  004 魅力的な農林業を確立する 

        002 安定的な農業経営対策を推進する 

計画事業体系 001 総合計画事業 

452 地域の宝研究開発事業 

 

④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

 

平成２７年３月１７日 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型）交付申請 

平成２７年３月２３日 平成２６年度２月補正予算成立 

⑤ 主な内容 

 

（交付対象者） 

  農業生産者が組織する団体及び組合とする。 

 

（助成金の額等） 

助成対象事業の対象となる経費、補助率及び交付限度額は、下表のとおりとする。 

事業区分 助成対象経費 補助率 交付限度額 

他の事業者等が開催する

展示会、見本市等に参加

及び出展する事業 

会場借上料（出展小間料を含

む。）、会場装飾費、旅費、運搬

費、その他市長が特に必要と認

めるもの 

４分の３以内 

 

 

 

１事業につき 

２００万円 

 

 



助成対象者が自ら展示

会、見本市等を開催する

事業 

会場借上料、会場装飾費、旅費、

運搬費、広告宣伝費、その他市

長が特に必要と認めるもの 

 

 

 

４分の３以内 

 

 

 

 

１事業につき 

２００万円 アンテナショップの設置

及び運営事業 

会場借上料、会場装飾費、旅費、

運搬費、広告宣伝費、光熱水費、

賃金、その他市長が特に必要と

認めるもの 

 

（助成対象事業） 

助成金の対象となる事業は、市外において実施する次に掲げる事業とする。 

(1) 他の事業者等が開催する展示会、見本市等に参加及び出展する事業 

(2) 助成対象者が自ら展示会、見本市等を開催する事業 

  (3) アンテナショップの設置及び運営事業 

  (4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事業 

 

⑥ 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

 

○効果 

当市の特産品となり得る農産物の展示会や見本市の開催、アンテナショップを設置し、積極的に販

売・ＰＲすることにより、特産品の販路開拓が図られる。 

 

○年間の想定助成額 

対象事業費：２，６６０，０００円×補助率：３／４×件数：１件＝１，９９５，０００円 

 

○財源措置 

地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型）を充当 

 

⑦ 他の自治体の政策との比較検討 

 

京みやこブランド産品販路開拓支援事業補助金交付要綱 

 

⑧ 今後の予定及び施行予定年月日 

 

○今後の予定 

平成２７年度石巻市農畜産物販路開拓支援事業助成金交付要領の制定 

施行予定年月日：平成２７年１０月上旬（平成２８年３月３１日 失効） 

 

⑨ その他 

 

 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型）を財源とし、年度制定とする 

 

 

 

 


